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１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用範囲及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年神奈川県条例第 71 号）新旧対照表 
改    正 現    行 

別表第１（第１条関係） 別表第１（第１条関係） 

 執行機関 事    務   執行機関 事    務  

 １・２

（略） 

（略）   １・２

（略） 

（略）  

 ３ 知事 生活に困窮する外国人に対する保護の

決定及び実施、安定した職業に就いた

ことその他の事由により保護を必要と

しなくなった者に対する給付金若しく

は18歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある者等であって教育訓

練施設に確実に入学すると見込まれる

ものに対する給付金の支給、被保護者

健康管理支援事業の実施、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの 

  ３ 知事 生活に困窮する外国人に対する保護の

決定及び実施、安定した職業に就いた

ことその他の事由により保護を必要と

しなくなった者に対する給付金若しく

は18歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある者等であって教育訓

練施設に確実に入学すると見込まれる

ものに対する給付金の支給       

           、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの 

 

 ４ 

（略） 

（略）   ４ 

（略） 

（略）  

５ 知事 私立の高等学校等に在学する生徒又は

学生の保護者等（就学支援金法第３条

第２項第３号に規定する保護者等をい

う。９の項、別表第２の16の２の項及

び別表第３の９の項において同じ。）

に対する授業料以外の教育に必要な経

費に係る給付金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

５ 知事 私立の高等学校等に在学する生徒又は

学生の保護者等（就学支援金法第３条

第２項第３号に規定する保護者等をい

う。９の項               

         において同じ。）

に対する授業料以外の教育に必要な経

費に係る給付金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

６～９ 

（略） 

（略） ６～９ 

（略） 

（略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）  

 執行機関 事   務 特 定 個 人 情 報   執行機関 事   務 特 定 個 人 情 報  

 １ 知事 法別表第１

の15の項の

下欄に掲げ

る事務 

生活に困窮する外国人に

対する保護の決定及び実

施、安定した職業に就い

たことその他の事由によ

り保護を必要としなくな

った者に対する給付金若

しくは18歳に達する日以

後の最初の３月31日まで

の間にある者等であって

教育訓練施設に確実に入

学すると見込まれるもの

に対する給付金の支給、

  １ 知事 法別表第１

の15の項の

下欄に掲げ

る事務 

生活に困窮する外国人に

対する保護の決定及び実

施、安定した職業に就い

たことその他の事由によ

り保護を必要としなくな

った者に対する給付金若

しくは18歳に達する日以

後の最初の３月31日まで

の間にある者等であって

教育訓練施設に確実に入

学すると見込まれるもの

に対する給付金の支給  
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改    正 現    行 

被保護者健康管理支援事

業の実施、保護に要する

費用の返還又は徴収金の

徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

             

    、保護に要する

費用の返還又は徴収金の

徴収に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

 ２～11

（略） 

（略） （略）   ２～11

（略） 

（略） （略）  

 11の２ 

知事 

法別表第２

の113の項の

第２欄に掲

げる事務 

生活困窮外国人の保護関

係情報であって規則で定

めるもの 

  （新規）    

 11の３ 

知事 

法別表第２

の120の項の

第２欄に掲

げる事務 

生活困窮外国人の保護関

係情報であって規則で定

めるもの 

  11の２ 

知事 

法別表第２

の120の項の

第２欄に掲

げる事務 

生活困窮外国人の保護関

係情報であって規則で定

めるもの 

 

 12・13

（略） 

（略） （略）   12・13

（略） 

（略） （略）  

 14 知事 別表第１の

３の項の右

欄に掲げる

事務 

生活保護法（昭和25年法

律第144号）による保護

の決定及び実施、就労自

立給付金若しくは進学準

備給付金の支給、被保護

者健康管理支援事業の実

施、保護に要する費用の

返還又は徴収金の徴収に

関する情報であって規則

で定めるもの 

  14 知事 別表第１の

３の項の右

欄に掲げる

事務 

生活保護法（昭和25年法

律第144号）による保護の

決定及び実施、就労自立

給付金若しくは進学準備

給付金の支給       

             

 、保護に要する費用の

返還又は徴収金の徴収に

関する情報であって規則

で定めるもの 

 

 15 知事 生活に困窮

する外国人

に係る保護

の決定及び

実施、保護

に要する費

用の返還又

は徴収金の

徴収に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

 

１～５ （略）   15 知事 生活に困窮

する外国人

に係る保護

の決定及び

実施、保護

に要する費

用の返還又

は徴収金の

徴収に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

１～５ （略）  

  ６ 労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律

（昭和41年法律第132

号）による職業転換給

付金の支給に関する情

報であって規則で定め

るもの 

   （新規）  

   ７～12 （略）     ６～11 （略）  

 16 知事 私立の高等

学校等の設

置者に対す

１ 生活保護法による保

護の実施又は就労自立

給付金若しくは進学準

  16 知事 私立の高等

学校等の設

置者に対す

就学支援金法による高等

学校等就学支援金の支給

に関する情報であって規
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改    正 現    行 

る入学金又

は授業料の

減免額に係

る補助金の

交付に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

備給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保

護法による保護関係情

報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

２ 就学支援金法による

高等学校等就学支援金

の支給に関する情報で

あって規則で定めるも

の 

３ 生活困窮外国人の保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

る入学金又

は授業料の

減免額に係

る補助金の

交付に関す

る事務であ

って規則で

定めるもの 

則で定めるもの 

 16の２ 

知事 

私立の高等

学校等に在

学する生徒

又は学生の

保護者等に

対する授業

料以外の教

育に必要な

経費に係る

給付金の支

給に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの 

１ 生活保護法による保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

２ 生活困窮外国人の保

護関係情報であって規

則で定めるもの 

  （新規）    

 17～20

（略） 

（略） （略）   17～20

（略） 

（略） （略）  

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 

 情報照会

執行機関 
事  務 

情報提供

執行機関 
特 定 個 人 情 報 

  情報照会

執行機関 
事 務 

情報提供

執行機関 
特 定 個 人 情 報 

 

 １～４

（略） 

（略） （略） （略）   １～４

（略） 

（略） （略） （略）  

 ５ 教育

委員会 

法別表第

２の113

の項の第

２欄に掲

げる事務 

知事 １ 生活保護法に

よる保護の実施

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 

２ 生活に困窮す

る外国人に対す

る保護の実施に

関する情報であ

  （新規）     
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改    正 現    行 

って規則で定め

るもの 

 ６ 教育

委員会 

県立学校

の授業料

等の徴収

に関する

条例によ

る授業料

又は受講

料の減免

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

知事 １ 生活保護法に

よる保護の実施

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 

２ 生活に困窮す

る外国人に対す

る保護の実施に

関する情報であ

って規則で定め

るもの 

  （新規）     

 ７ 

（略） 

（略） （略） （略）   ５ 

（略） 

（略） （略） （略）  

 ８ 教育

委員会 

高等学校

等を退学

し、県立

の高等学

校等に入

学した生

徒又は学

生に対す

る就学支

援金法に

よる高等

学校等就

学支援金

の額に相

当する額

の支給に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

知事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生活保護法に

よる保護の実施

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 

２ 生活に困窮す

る外国人に対す

る保護の実施に

関する情報であ

って規則で定め

るもの 

  （新規）     

 ９ 教育

委員会 
国公立の

高等学校

等に在学

する生徒

又は学生

知事 １ 生活保護法に

よる保護の実施

に関する情報で

あって規則で定

めるもの 

  （新規）     
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改    正 現    行 

の保護者

等に対す

る授業料

以外の教

育に必要

な経費に

係る給付

金の支給

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

２ 生活に困窮す

る外国人に対す

る保護の実施に

関する情報であ

って規則で定め

るもの 
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２ 知事及び副知事の給与等に関する条例等の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 

知事及び副知事の給与等に関する条例（昭和28年神奈川県条例第８号）新旧対照表 

<第１条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第２条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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教育長の給与等に関する条例（昭和24年神奈川県条例第42号）新旧対照表 

<第３条関係> 

改    正 現    行 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第４条関係> 

改    正 現    行 

第１条・第２条 （略） 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の 48.75 

第１条・第２条 （略） 

第３条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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監査委員の給与等に関する条例（昭和26年神奈川県条例第８号）新旧対照表 

<第５条関係> 

改    正 現    行 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第６条関係> 

改    正 現    行 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第６条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関

する条例第15条第５項の規定の例により算定し

た額をいう。）に前項の期日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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公営企業管理者の給与等に関する条例（昭和41年神奈川県条例第51号）新旧対照表 

<第７条関係> 

改    正 現    行 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第８条関係> 

改    正 現    行 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

第４条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、退職、

失職又は死亡の日現在）において、期末手当基礎

額（企業職員の期末手当に係る職員の給与及び通

勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神

奈川県条例第52号）第15条第５項の規定に相当す

る規定の例により算定した額をいう。）に前項の

期日以前６月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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特別職の秘書の職の指定等に関する条例（平成20年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

<第９条関係> 

改    正 現    行 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の167.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の100.5 

(3) ３月未満 100分の50.25 

 

<第10条関係> 

改    正 現    行 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の162.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の97.5 

(3) ３月未満 100分の48.75 

（期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の

日現在）において、期末手当基礎額（職員の給与

及び通勤に要する費用の弁償に関する条例第15

条第５項の規定の例により算定した額をいう。）

に前項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の157.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の94.5 

(3) ３月未満 100分の47.25 
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３ 神奈川県行政機関設置条例（昭和31年神奈川県条例第31号）新旧対照表 

改    正 現    行 

（児童相談所） 

第９条 （略） 

（児童相談所） 

第９条 （略） 

２ 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、

次のとおりとする。 

２ 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、

次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

（略）   

神奈川県厚木

児童相談所 

厚木市水引２

丁目11番７号 

厚木市、海老

名市、座間

市、愛甲郡 

（略）   
 

名称 位置 所管区域 

（略）   

神奈川県厚木

児童相談所 

厚木市水引２

丁目３番１号 

厚木市、海老

名市、座間

市、愛甲郡 

（略）   
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４ 県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和31年神奈川県条例第41号）新

旧対照表 

<第１条関係> 

改    正 現    行 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の207.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の124.5 

(3) ３月未満 100分の62.25 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の222.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の133.5 

(3) ３月未満 100分の66.75 

 

<第２条関係> 

改    正 現    行 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に 100 分の 20 を乗じて得た額の合計額

に同項の期日以前６月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100 分の 215 

  (2) ３月以上６月未満 100分の 129 

(3) ３月未満 100分の 64.5 

第７条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在（同

項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、

失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了

の日現在）において、議員報酬の月額及び議員報

酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に

同項の期日以前６月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の207.5 

(2) ３月以上６月未満 100分の124.5 

(3) ３月未満 100分の62.25 
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５ 職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例等の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 

職員の給与及び通勤に要する費用の弁償に関する条例（昭和32年神奈川県条例第52号）新旧対照表 

〈第１条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第14条の３ （略） 第１条～第14条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

92.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

127.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

107.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の127.5」とあるのは

「100分の72.5」と、「100分の107.5」とある

のは「100分の62.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第15条の２～第22条 （略） 第15条の２～第22条 （略） 

 

〈第２条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第14条の３ （略） 第１条～第14条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

120を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適用

を受ける職員でその職務の級が７級以上であ

るもの並びに同表以外の各給料表の適用を受

ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の

度等がこれに相当するもの（人事委員会規則

で定める職員に限る。第16条において「特定

幹部職員」という。）にあつては100分の100

を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内

の期間における前項の職員の在職期間の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（行政職給料表(１)の適

用を受ける職員でその職務の級が７級以上で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（人事委員会規

則で定める職員に限る。第16条において「特

定幹部職員」という。）にあつては100分の

92.5を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月

以内の期間における前項の職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 
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改    正 現    行 

(１)～（４） （略） (１)～(４) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の120」とあるのは

「100分の67.5」と、「100分の100を」とある

のは「100分の57.5を」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第15条の２～第22条 （略） 第15条の２～第22条 （略） 

 

学校職員の給与等に関する条例（昭和32年神奈川県条例第56号）新旧対照表 

〈第３条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第18条の３ （略） 第１条～第18条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（教育職給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が５級であるもの

（第 20条において「特定幹部職員」とい

う。）にあつては100分の92.5を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

る前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

127.5を乗じて得た額（教育職給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が５級であるもの

（第 20条において「特定幹部職員」とい

う。）にあつては100分の107.5を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

る前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の127.5」とあるのは

「100分の72.5」と、「100分の107.5」とある

のは「100分の62.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第19条の２～第29条 （略） 第19条の２～第29条 （略） 

 

〈第４条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第18条の３ （略） 第１条～第18条の３ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

120を乗じて得た額（教育職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が５級であるもの

（第 20条において「特定幹部職員」とい

う。）にあつては100分の100を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

る前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

112.5を乗じて得た額（教育職給料表の適用を

受ける職員でその職務の級が５級であるもの

（第 20条において「特定幹部職員」とい

う。）にあつては100分の92.5を乗じて得た

額）に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

る前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる
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改    正 現    行 

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(１)～（４） （略） (１)～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の120」とあるのは

「100分の67.5」と、「100分の100を」とある

のは「100分の57.5を」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の62.5」と、「100分の92.5」とある

のは「100分の52.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第19条の２～第29条 （略） 第19条の２～第29条 （略） 

 

任期付研究員の採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

〈第５条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

112.5」とあるのは「100分の157.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

127.5」とあるのは「100分の167.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

第７条 （略） 第７条 （略） 
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〈第６条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第15条第２項中「100分の120」

とあるのは「100分の162.5」と、給与条例第

17条の２第１項中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第21条第１項中「この条例」と

あるのは「この条例及び任期付研究員条例」

と、同条第２項中「この条例及びこれに」と

あるのは「この条例及び任期付研究員条例並

びにこれらに」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究

員に対する給与条例第14条の２第１項及び第

２項、第14条の３、第15条第２項、第17条の

２第１項並びに第21条の規定の適用について

は、給与条例第14条の２第１項中「管理職手

当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職

手当の支給を受ける職員及び任期付研究員の

採用等に関する条例（平成14年神奈川県条例

第５号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第３条第１号の規定により任期を定め

て採用された職員」と、同条第２項及び給与

条例第14条の３中「管理職手当の支給を受け

る職員」とあるのは「管理職手当の支給を受

ける職員及び任期付研究員条例第３条第１号

の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第 15条第２項中「 100分の

112.5」とあるのは「100分の157.5」と、給与

条例第17条の２第１項中「管理職手当の支給

を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支

給を受ける職員及び任期付研究員条例第３条

第１号の規定により任期を定めて採用された

職員」と、給与条例第21条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例」と、同条第２項中「この条例及びこれ

に」とあるのは「この条例及び任期付研究員

条例並びにこれらに」とする。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 

任期付職員の採用等に関する条例（平成15年神奈川県条例第４号）新旧対照表 

〈第７条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第
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改    正 現    行 

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の157.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の127.5」とあるのは

「100分の167.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

 

〈第８条関係〉 

改    正 現    行 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例

２ 特定任期付職員に対する給与条例第14条の

２第１項及び第２項、第14条の３、第15条第

２項、第17条の２第１項並びに第21条の規定

並びに学校職員給与条例第18条の２第１項及

び第２項、第18条の３、第19条第２項並びに

第27条の規定の適用については、給与条例第

14条の２第１項及び学校職員給与条例第18条

の２第１項中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員の採用等に関する条例
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改    正 現    行 

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の120」とあるのは「100

分の162.5」と、給与条例第17条の２第１項中

「管理職手当の支給を受ける職員」とあるの

は「管理職手当の支給を受ける職員及び任期

付職員条例第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員」と、給与条例第21条

第１項及び学校職員給与条例第27条第１項中

「この条例」とあるのは「この条例及び任期

付職員条例」と、給与条例第21条第２項及び

学校職員給与条例第27条第２項中「この条例

及びこれに」とあるのは「この条例及び任期

付職員条例並びにこれらに」とする。 

（平成15年神奈川県条例第４号。以下「任期

付職員条例」という。）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第14条の２第２項及び第14条の３並び

に学校職員給与条例第18条の２第２項及び第

18条の３中「管理職手当の支給を受ける職

員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける

職員及び任期付職員条例第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、給

与条例第15条第２項及び学校職員給与条例第

19条第２項中「100分の112.5」とあるのは

「100分の157.5」と、給与条例第17条の２第

１項中「管理職手当の支給を受ける職員」と

あるのは「管理職手当の支給を受ける職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」と、給与条例

第21条第１項及び学校職員給与条例第27条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例」と、給与条例第21条第２

項及び学校職員給与条例第27条第２項中「こ

の条例及びこれに」とあるのは「この条例及

び任期付職員条例並びにこれらに」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第９条 （略） 第９条 （略） 
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６ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 手数料 ２ 手数料 

 名称 根拠規定   名称 根拠規定  

 １ （略）    １ （略）   

 （削除）    ２ 納税証明書交付手

数料 

神奈川県県税条例（昭

和45年神奈川県条例第

26号）第８条第２項 

 

      

 ２～20 （略）    ３～21 （略）   

 21 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

  22 （略）  神奈川県手数料条例第

２条 

 

（削除） 住宅性能評価を行

った住宅に係る長

期優良住宅建築等

計画の認定申請手

数料 

 （略）     （略）    

 （削除）    住宅性能評価を行

った住宅に係る長

期優良住宅建築等

計画の変更認定申

請手数料 

  

 譲受人を決定した

場合又は管理者等

が選任された場合

における長期優良

住宅建築等計画変

更認定申請手数料 

    譲受人を決定した

場合における長期

優良住宅建築等計

画変更認定申請手

数料 

   

 長期優良住宅建築

等計画の認定を受

けた地位の承継承

認申請手数料 

認定長期優良住宅

建築等計画に基づ

く建築に係る住宅

の容積率の特例許

可申請手数料 

    長期優良住宅建築

等計画の認定を受

けた地位の承継承

認申請手数料 

（新設） 

   

 （略）     （略）    

 22～28 （略）    23～29 （略）   

 29 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

  30 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

 

銃砲等又は刀剣類

の所持許可申請手

数料 

銃砲又は刀剣類の

所持許可申請手数

料 
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改    正 現    行 

 （略）    （略）   

 猟銃及び空気銃の

取扱いに関する講

習手数料 

   猟銃及び空気銃の

取扱いに関する講

習手数料 

  

 クロスボウの取扱

いに関する講習手

数料 

   （新設）   

 （略）    （略）   

 国際競技参加外国

人に係る銃砲等又

は刀剣類の所持許

可申請手数料 

   国際競技参加外国

人に係る銃砲又は

刀剣類の所持許可

申請手数料 

  

 銃砲等又は刀剣類

の所持許可証書換

え手数料 

   銃砲又は刀剣類の

所持許可証書換え

手数料 

  

 銃砲等又は刀剣類

の所持許可証再交

付手数料 

   銃砲又は刀剣類の

所持許可証再交付

手数料 

  

 猟銃若しくは空気

銃又はクロスボウ

の所持許可更新申

請手数料 

   猟銃又は空気銃の

所持許可更新申請

手数料 

  

 （略）    （略）   

 年少射撃資格認定

のための講習手数

料 

   年少射撃資格認定

のための講習手数

料 

  

 クロスボウ射撃資

格認定申請手数料 

   （新設）   

 （略）    （略）   

 30～32 （略）    31～33 （略）   
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７ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～７ （略） １～７ （略） 

８ 県土整備局関係 ８ 県土整備局関係 

 手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額   手数料徴収に

係る事務 

手数料

の名称 

金額  

 １～41の３

（略） 

    １～41の３ 

（略） 

   

 42 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律 

（平成20年

法律第87号）

第５条第１

項から第５

項までの規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画の認定の

申請に対す

る審査（次 

項及び44の

項に該当す

る場合を除

く。） 

（略） (1) （略）   42 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律 

（平成20年

法律第87号）

第５条第１

項から第３

項までの規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画の認定の

申請に対す

る審査（次 

項から44の

項までに該

当する場合

を除く。） 

（略） (1) （略）   

   (2) 共同住宅等を新築

する場合 次に掲げる

共同住宅等の総戸数の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ア・イ （略） 

ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

       34万円 

    (2) 共同住宅等を新築

する場合 次に掲げる

共同住宅等の総戸数の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を、当該

共同住宅等に係る計画

の認定について同時に

申請された住戸の数の

合計数で除して得た金

額（その金額に100円未

満の端数があるとき

は、これを切り捨てた

金額） 

 ア・イ （略） 

  ウ 総戸数が10戸を超              

    え30戸以内の共同住

宅等 

           34万円 

 

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   60万円     60万円  

   オ～ク （略）     オ～ク （略）  

   (3) （略）     (3) （略）  

     (4) 共同住宅等を増築

し、又は改築する場合       

次に掲げる共同住宅

等の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額 

      (4) 共同住宅等を増築

し、又は改築する場合  

次に掲げる共同住宅

等の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を、当該共同住宅

等に係る計画の認定に

ついて同時に申請され

た住戸の数の合計数で

除して得た金額（その

金額に100円未満の端

数があるときは、これ

を切り捨てた金額） 

 

     ア・イ （略）       ア・イ （略）  

   ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

    ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

 

   51万円     51万円  
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改    正 現    行 

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   91万円     91万円  

   オ～ク （略）     オ～ク （略）  

 43 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

５条第１項

から第５項

までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

（同法第６

条第１項第

１号に掲げ

る基準に適

合している

ことにつき、 

あらかじめ

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律（平成 

11年法律第

81号）第５ 

条第１項に

規定する登

録住宅性能

評価機関 

（以下「登 

録住宅性能

評価機関」 

という。） 

による審査

を受けたも

のに限る。）

の認定の申

請に対する

審査（次項に

該当する場

合を除く。） 

（略） (1) 一戸建ての住宅を

新築する場合 

8,000円 

  43 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

５条第１項

から第３項

までの規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

（同法第６

条第１項各

号に掲げる

基準に適合

しているこ

とにつき、 

あらかじめ

住宅の品質

確保の促進

等に関する

法律（平成 

11年法律第

81号）第５ 

条第１項に

規定する登

録住宅性能

評価機関 

（以下「登 

録住宅性能

評価機関」 

という。） 

による審査

を受けたも

のに限る。）

の認定の申

請に対する

審査（44の 

項に該当す

る場合を除

く。） 

（略） (1) 一戸建ての住宅を

新築する場合 

6,000円 

 

 (2) 共同住宅等を新築

する場合 次に掲げる

共同住宅等の総戸数の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

１万5,000円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

２万6,000円 

ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

４万1,000円 

エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

７万1,000円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

  12万円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

19万円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

24万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

26万円 

  (2) 共同住宅等を新築

する場合 次に掲げる

共同住宅等の総戸数の

区分に応じそれぞれ次

に定める金額を、当該

共同住宅等に係る計画

の認定について同時に

申請された住戸の数の

合計数で除して得た金

額（その金額に100円未

満の端数があるとき

は、これを切り捨てた

金額） 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

１万2,000円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

２万1,000円 

ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

３万1,000円 

エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

５万8,000円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

９万9,000円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

16万円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

20万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

21万円 
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改    正 現    行 

     (3) 一戸建ての住宅を

増築し、又は改築する

場合 

      (3) 一戸建ての住宅を

増築し、又は改築する

場合 

 

   １万2,000円     9,100円  

     (4) 共同住宅等を増築

し、又は改築する場合       

次に掲げる共同住宅

等の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額 

      (4) 共同住宅等を増築

し、又は改築する場合  

次に掲げる共同住宅

等の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を、当該共同住宅

等に係る計画の認定に

ついて同時に申請され

た住戸の数の合計数で

除して得た金額（その

金額に100円未満の端

数があるときは、これ

を切り捨てた金額） 

 

     ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

      ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

 

   ２万3,000円     １万8,000円  

   イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

    イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

 

   ４万円     ３万2,000円  

   ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

    ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

 

   ６万1,000円     ４万6,000円  

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   11万円     ８万7,000円  

   オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

    オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

 

   17万円     15万円  

   カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

    カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

 

   29万円     25万円  

   キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

    キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

 

   36万円     30万円  

   ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

    ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

 

   40万円     32万円  

 （削除） 

 

    43の２ 長期

優良住宅の

普及の促進

に関する法

住宅性

能評価

を行っ

た住宅

(1) 一戸建ての住宅の

場合 

 

    １万5,000円  

    (2) 共同住宅等の場合  
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改    正 現    行 

律第５条第

１項から第

３項までの

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画（あら 

かじめ住宅

の品質確保

の促進等に

関する法律

第５条第１

項に規定す

る住宅性能

評価（以下

「住宅性能

評価」とい

う。）を行 

った住宅 

（当該住宅

の構造方法

に係る構造

計算を建築

基準法施行

令（昭和25

年政令第338

号）第81条 

第２項第１

号ロに規定

する限界耐

力計算によ

り行ったも

のを除く。 

46の２の項

において同

じ。）に係 

るものに限

る。）の認 

定の申請に

対する審査

（次項に該

当する場合

を除く。） 

に係る

長期優

良住宅

建築等

計画の

認定申

請手数

料 

  次に掲げる共同住宅

等の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定める

金額を、当該共同住宅

等に係る計画の認定に

ついて同時に申請され

た住戸の数の合計数で

除して得た金額（その

金額に100円未満の端

数があるときは、これ

を切り捨てた金額） 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

５万7,000円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

９万2,000円 

ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

17万円 

エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

30万円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

45万円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

83万円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

110万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

140万円 

 44 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

６条第２項

（同法第８

条第２項に

おいて準用

（略） (1) 建築基準法第87条

の４に規定する建築設

備に係る部分が含まれ

ない場合（(３)に掲げ

る場合を除く。） 次

に掲げる金額を合算し

た金額 

 ア 次に掲げる建築物

  44 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

６条第２項

（同法第８

条第２項に

おいて準用

（略） (1) 建築基準法第87条

の４に規定する建築設

備に係る部分が含まれ

ない場合（(３)に掲げ

る場合を除く。） 次

に掲げる金額を合算し

た金額 

 ア 次に掲げる建築物
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改    正 現    行 

する場合を

含む。）の 

規定により

建築基準法

第６条第１

項に規定す

る建築基準

関係規定の

適合につい

ての審査の

申出があっ

た場合の長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第５条

第１項から

第５項まで

又は第８条

第１項の規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画の認定等

の申請に対

する審査 

の床面積（神奈川県

建築基準条例別表備

考１の規定の例によ

り算定した床面積を

いう。）の区分に応

じそれぞれ次に定め

る金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)～(サ) （略） 

イ 42の項、43の項 

、次項又は 

46の項の規定の例に

より算定した金額 

 

(2) 建築基準法第87条

の４に規定する建築設

備に係る部分が含まれ

る場合（(３)に掲げる

場合を除く。） 次に

掲げる金額を合算した

金額 

する場合を

含む。）の 

規定により

建築基準法

第６条第１

項に規定す

る建築基準

関係規定の

適合につい

ての審査の

申出があっ

た場合の長

期優良住宅

の普及の促

進に関する

法律第５条

第１項から

第３項まで

又は第８条

第１項の規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画の認定等

の申請に対

する審査 

の床面積（神奈川県

建築基準条例別表備

考１の規定の例によ

り算定した床面積を

いう。）の区分に応

じそれぞれ次に定め

る金額を、当該申請

に係る計画の認定等

について同時に申請

された住戸のうち建

築基準関係規定の適

合についての審査の

申出があった住戸の

数の合計数で除して

得た金額（その金額

に100円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てた金額） 

(ア)～(サ) （略） 

イ 42の項、43の項 

、前項、次項、  

46の項又は46の２ 

の項の規定の例に 

より算定した金額 

(2) 建築基準法第87条

の４に規定する建築設

備に係る部分が含まれ

る場合（(３)に掲げる

場合を除く。） 次に

掲げる金額を合算した

金額 

     ア 次に掲げる場合の

区分に応じそれぞれ

次に定める金額 

      ア 次に掲げる場合の

区分に応じそれぞれ

次に定める金額を、

当該申請に係る計画

の認定等について同

時に申請された住戸

のうち建築基準関係

規定の適合について

の審査の申出があっ

た住戸の数の合計数

で除して得た金額

（その金額に100円

未満の端数があると

きは、これを切り捨

てた金額） 

 

     (ア)・(イ) （略）       (ア)・(イ) （略）  

   イ （略）     イ （略）  

     (3) 建築基準法第６条

の３第１項又は第18条

第４項の構造計算適合

      (3) 建築基準法第６条

の３第１項又は第18条

第４項の構造計算適合
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性判定を要する建築物

が含まれる場合（当該

建築物について、既に

指定構造計算適合性判

定機関により同法第６

条の３第１項に規定す

る特定構造計算基準又

は特定増改築構造計算

基準に適合するもので

あると判定された場合

を除く。） 次に掲げ

る金額を合算した金額 

性判定を要する建築物

が含まれる場合（当該

建築物について、既に

指定構造計算適合性判

定機関により同法第６

条の３第１項に規定す

る特定構造計算基準又

は特定増改築構造計算

基準に適合するもので

あると判定された場合

を除く。） 次に掲げ

る金額を合算した金額 

     ア 次に掲げる一の建

築物（これらの構造

計算適合性判定を要

しない建築物を除

く。）の床面積（神

奈川県建築基準条例

の一部を改正する条

例による改正前の神

奈川県建築基準条例

別表備考２の規定の

例により算定した床

面積をいう。）の区

分に応じそれぞれ次

に定める金額 

      ア 次に掲げる一の建

築物（これらの構造

計算適合性判定を要

しない建築物を除

く。）の床面積（神

奈川県建築基準条例

の一部を改正する条

例による改正前の神

奈川県建築基準条例

別表備考２の規定の

例により算定した床

面積をいう。）の区

分に応じそれぞれ次

に定める金額を、当

該申請に係る計画の

認定等について同時

に申請された住戸の

うち建築基準関係規

定の適合についての

審査の申出があった

住戸の数の合計数で

除して得た金額（そ

の金額に100円未満

の端数があるとき

は、これを切り捨て

た金額） 

 

     (ア)～(オ) （略）       (ア)～(オ) （略）  

     イ （略）       イ （略）  

 45 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の変

更の認定の

申請に対す

（略） (1) （略）    45 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の変

更の認定の

申請に対す

（略） (1) （略）   

   (2) 共同住宅等の新築

に係る計画を変更する

場合 次に掲げる共同

住宅等の総戸数の区分

に応じそれぞれ次に定

める金額 

 

 

 

 

    (2) 共同住宅等の新築

に係る計画を変更する

場合 次に掲げる共同

住宅等の総戸数の区分

に応じそれぞれ次に定

める金額を、当該共同

住宅等の住戸のうち既

に計画の認定を受けた

住戸の数の合計数で除

して得た金額（その金
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る審査（前項

及び次項に

該当する場

合を除く。） 

 

 

 

 ア・イ （略） 

 ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

る審査（前

項、次項及 

び46の２の

項に該当す

る場合を除

く。） 

額に100円未満の端数

があるときは、これを

切り捨てた金額） 

 ア・イ （略） 

 ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

   17万円     17万円  

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   30万円     30万円  

   オ～ク （略）     オ～ク （略）  

     (3) （略）        (3) （略）   

     (4) 共同住宅等の増築

又は改築に係る計画を

変更する場合 次に掲

げる共同住宅等の総戸

数の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額 

      (4) 共同住宅等の増築

又は改築に係る計画を

変更する場合 次に掲

げる共同住宅等の総戸

数の区分に応じそれぞ

れ次に定める金額を、

当該共同住宅等の住戸

のうち既に計画の認定

を受けた住戸の数の合

計数で除して得た金額

（その金額に100円未

満の端数があるとき

は、これを切り捨てた

金額） 

 

     ア・イ （略）        ア・イ （略）  

   ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

    ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

 

   25万5,000円     25万5,000円  

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   45万5,000円     45万5,000円  

   オ～ク （略）     オ～ク （略）  

 46 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の変

更の認定の

申請に対す

る審査（変 

更部分につ

（略） (1) 一戸建ての住宅の

新築に係る計画を変更

する場合 

4,000円 

  46 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の変

更の認定の

申請に対す

る審査（変 

更部分につ

（略） (1) 一戸建ての住宅の

新築に係る計画を変更

する場合 

3,000円 

 

 (2) 共同住宅等の新築

に係る計画を変更する

場合 次に掲げる共同

住宅等の総戸数の区分

に応じそれぞれ次に定

める金額 

 

 

 

  (2) 共同住宅等の新築

に係る計画を変更する

場合 次に掲げる共同

住宅等の総戸数の区分

に応じそれぞれ次に定

める金額を、当該共同

住宅等の住戸のうち既

に計画の認定を受けた

住戸の数の合計数で除
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いて同法第

６条第１項

第１号に掲

げる基準に

適合してい

ることにつ

き、あらかじ

め登録住宅

性能評価機

関による審

査を受けた

ものに限り、 

44の項に該

当する場合

を除く。） 

 

 

 

 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

7,500円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

１万3,000円 

ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

２万500円 

エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

３万5,500円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

  ６万円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

   ９万5,000円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

12万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

  13万円 

いて同法第

６条第１項

各号に掲げ

る基準に適

合している

ことにつき、

あらかじめ

登録住宅性

能評価機関

による審査

を受けたも

のに限り、 

44の項に該

当する場合

を除く。） 

して得た金額（その金

額に100円未満の端数

があるときは、これを

切り捨てた金額） 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

6,000円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

１万500円 

ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

１万5,500円 

エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

２万9,000円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

４万9,500円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

８万円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

 10万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

10万5,000円 

     (3)  一戸建ての住宅の

増築又は改築に係る

計画を変更する場合 

      (3)  一戸建ての住宅の

増築又は改築に係る

計画を変更する場合 

 

   6,000円     4,550円  

     (4) 共同住宅等の増築

又は改築に係る計画

を変更する場合 次

に掲げる共同住宅等

の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定め

る金額 

      (4) 共同住宅等の増築

又は改築に係る計画

を変更する場合 次

に掲げる共同住宅等

の総戸数の区分に応

じそれぞれ次に定め

る金額を、当該共同住

宅等の住戸のうち既

に計画の認定を受け

た住戸の数の合計数

で除して得た金額（そ

の金額に100円未満の

端数があるときは、こ
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れを切り捨てた金額） 

     ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

      ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

 

   １万1,500円     9,000円  

   イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

    イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住

宅等 

 

   ２万円     １万6,000円  

   ウ 総戸数が10戸を超

え25戸以内の共同住

宅等 

    ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

 

   ３万500円     ２万3,000円  

   エ 総戸数が25戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

    エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

 

   ５万5,000円     ４万3,500円  

   オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

    オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

 

   ８万5,000円     ７万5,000円  

   カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

    カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

 

   14万5,000円     12万5,000円  

   キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

    キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

 

   18万円     15万円  

   ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

    ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

 

   20万円     16万円  

 （削除）     46の２ 長期

優良住宅の

普及の促進

に関する法

律第８条第

１項の規定

に基づく長

期優良住宅

建築等計画

の変更の認

定の申請に

対する審査

（住宅性能

評価（変更 

後の当該計

画に係る住

宅について

の住宅性能

評価を含

む。）を行 

住宅性

能評価

を行っ

た住宅

に係る

長期優

良住宅

建築等

計画の

変更認

定申請

手数料 

(1) 一戸建ての住宅の

場合 

 

    7,500円  

    (2) 共同住宅等の場合 

次に掲げる共同住宅等

の総戸数の区分に応じ

それぞれ次に定める金

額を、当該共同住宅等

の住戸のうち既に計画

の認定を受けた住戸の

数の合計数で除して得

た金額（その金額に100

円未満の端数があると

きは、これを切り捨て

た金額） 

 ア 総戸数が５戸以内

の共同住宅等 

２万8,500円 

イ 総戸数が５戸を超

え10戸以内の共同住
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った住宅に

係るものに

限り、44の 

項に該当す

る場合を除

く。） 

宅等 

４万6,000円 

ウ 総戸数が10戸を超

え30戸以内の共同住

宅等 

８万5,000円 

エ 総戸数が30戸を超

え50戸以内の共同住

宅等 

15万円 

オ 総戸数が50戸を超

え100戸以内の共同

住宅等 

22万5,000円 

カ 総戸数が100戸を

超え200戸以内の共

同住宅等 

41万5,000円 

キ 総戸数が200戸を

超え300戸以内の共

同住宅等 

55万円 

ク 総戸数が300戸を

超える共同住宅等 

70万円 

 47 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

９条第１項

又は第３項

の規定によ

る同法第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

譲受人

を決定

した場

合又は

管理者

等が選

任され

た場合

におけ

る長期

優良住

宅建築

等計画

変更認

定申請

手数料 

2,100円   47 長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

９条第１項

の規定によ

る同法第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

の認定の申

請に対する

審査 

譲受人

を決定

した場

合にお

ける長

期優良

住宅建

築等計

画変更

認定申

請手数

料 

2,100円  

 48 （略）      48 （略）     

 48の２ 長期

優良住宅の

普及の促進

に関する法

律第18条 
第１項の規

定に基づく

認定長期優

良住宅建築

認定長

期優良

住宅建

築等計

画に基

づく建

築に係

る住宅

の容積

16万円 

 

  （新設）    
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等計画に基

づく建築に

係る住宅の

容積率の特

例の許可の

申請に対す

る審査 

率の特

例許可

申請手

数料 

 49～66 （略）     49～66 （略）     

９ （略） 

10 公安委員会関係 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料

の名称 

金額 

１～11 （略）   

12 銃砲刀剣

類所持等取

締法第４条

第１項の規

定に基づく

銃砲等又は

刀剣類の所

持の許可の

申請に対す

る審査 

銃 砲 等

又 は 刀

剣 類 の

所 持 許

可 申 請

手数料 

(1) 銃砲刀剣類所持等

取締法第４条第１項

第１号の規定による

猟銃又は空気銃の所

持の許可を現に受け

ている者に対する同

号の規定に基づく猟

銃又は空気銃の所持

の許可の申請に係る

審査 

6,800円 

(当該申請を行う者が

本県において同時に

他の同号の規定に基

づく猟銃又は空気銃

の所持の許可の申請

を行う場合における

当該他の同号の規定

に基づく猟銃又は空

気銃の所持の許可の

申請に係る審査にあ

っては、4,300円) 

 (2) 銃砲刀剣類所持等

取締法第４条第１項

第１号の規定による

クロスボウの所持の

許可を現に受けてい

る者に対する同号の

規定に基づくクロス

ボウの所持の許可の

申請に係る審査 

   6,800円 

（当該申請を行う者

が本県において同時

に他の同号の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の申請を

行う場合における当

該他の同号の規定に

９ （略） 

10 公安委員会関係 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料

の名称 

金額 

１～11 （略）   

12 銃砲刀剣

類所持等取

締法第４条

第１項の規

定に基づく

銃砲又は刀

剣類の所持

の許可の申

請に対する

審査 

銃 砲 又

は 刀 剣

類 の 所

持 許 可

申 請 手

数料 

(1) 銃砲刀剣類所持等

取締法第４条第１項

第１号の規定による

猟銃又は空気銃の所

持の許可を現に受け

ている者に対する同

号の規定に基づく許

可の申請に係る審査 

 

 

6,800円 

（当該申請を行う者

が本県において同時

に他の同号の規定に

基づく許可の申請を

行う場合における当

該他の同号の規定に

基づく許可の申請に

係る審査にあっては、

4,300円) 

 

 

（新設） 
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基づくクロスボウの

所持の許可の申請に

係る審査にあっては、           

4,300円） 

(3) （略）  

12の２ （略）    

13 銃砲刀剣

類所持等取

締法第５条

の３第１項

の規定に基

づく猟銃及

び空気銃の

取扱いに関

する講習会

の開催 

猟 銃 及

び 空 気

銃 の 取

扱 い に

関 す る

講 習 手

数料 

(1) 現に銃砲刀剣類所

持等取締法第４条第

１項第１号の規定に

よる許可を受けて猟

銃又は空気銃を所持

している者及び同法

第５条の２第３項第

２号又は第３号に掲

げる者に対する講習

会 

3,000円 

(2) （略） 

13の２ 銃砲

刀剣類所持

等取締法第

５条の３の

２第１項の

規定に基づ

くクロスボ

ウの取扱い

に関する講

習会の開催 

ク ロ ス

ボ ウ の

取 扱 い

に 関 す

る 講 習

手数料 

(1) 現に銃砲刀剣類所

持等取締法第４条第

１項第１号の規定に

よる許可を受けてク

ロスボウを所持して

いる者に対する講習

会 

3,000円 

(2) その他の者に対す

る講習会 

6,900円 

14 ・ 14 の ２

（略） 

  

15 銃砲刀剣

類所持等取

締法第６条

第１項の規

定に基づく

国際競技に

参加するた

め入国する

外国人の銃

砲等又は刀

剣類の所持

の許可の申

請に対する

審査 

国 際 競

技 参 加

外 国 人

に 係 る

銃 砲 等

又 は 刀

剣 類 の

所 持 許

可 申 請

手数料 

3,900円 

（当該申請を行う者が

本県において同時に他

の銃砲刀剣類所持等取

締法第６条第１項の規

定に基づく許可の申請

を行う場合における当

該他の同項の規定に基

づく許可の申請に係る

審査にあっては、1,800

円） 

16 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

第２項の規

定に基づく

許可証の書

換え 

銃 砲 等

又 は 刀

剣 類 の

所 持 許

可 証 書

換 え 手

数料 

1,800円 

 

 

 

 

(2) （略）  

12の２ （略）    

13 銃砲刀剣

類所持等取

締法第５条

の３第１項

の規定に基

づく猟銃及

び空気銃の

取扱いに関

する講習会

の開催 

猟 銃 及

び 空 気

銃 の 取

扱 い に

関 す る

講 習 手

数料 

(1) 現に銃砲刀剣類所

持等取締法第４条第

１項第１号の規定に

よる許可を受けて猟

銃又は空気銃を所持

している者及び同法

第５条の２第３項第

２号に掲げる者に対

する講習会 

 

3,000円 

(2) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 ・ 14 の ２ 

（略）  

  

15 銃砲刀剣

類所持等取

締法第６条

第１項の規

定に基づく

国際競技に

参加するた

め入国する

外国人の銃

砲又は刀剣

類の所持の

許可の申請

に対する審

査 

国 際 競

技 参 加

外 国 人

に 係 る

銃 砲 又

は 刀 剣

類 の 所

持 許 可

申 請 手

数料 

3,900円 

（当該申請を行う者が

本県において同時に他

の銃砲刀剣類所持等取

締法第６条第１項の規

定に基づく許可の申請

を行う場合における当

該他の同項の規定に基

づく許可の申請に係る

審査にあっては、1,800

円） 

16 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

第２項の規

定に基づく

許可証の書

換え 

銃 砲 又

は 刀 剣

類 の 所

持 許 可

証 書 換

え 手 数

料 

1,800円 
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17 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

第２項の規

定に基づく

許可証の再

交付 

銃 砲 等

又 は 刀

剣 類 の

所 持 許

可 証 再

交 付 手

数料 

1,900円 

18 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

の３第２項

の規定に基

づく同法第

４条第１項

第１号の規

定による猟

銃若しくは

空気銃又は

クロスボウ

の所持の許

可の更新の

申請に対す

る審査 

猟 銃 若

し く は

空 気 銃

又 は ク

ロ ス ボ

ウ の 所

持 許 可

更 新 申

請 手 数

料 

(1) 新たな許可証の交

付を伴う銃砲刀剣類

所持等取締法第７条

の３第１項の規定に

基づく猟銃又は空気

銃の所持の許可の更

新の申請に係る審査 

7,200円 

（当該申請を行う者

が本県において同時

に他の同項の規定に

基づく猟銃又は空気

銃の所持の許可の更

新の申請を行う場合

における当該他の同

項の規定に基づく猟

銃又は空気銃の所持

の許可の更新の申請

に係る審査及び当該

申請を行う者が本県

において同時に同法

第４条第１項第１号

の規定に基づく猟銃

又は空気銃の所持の

許可の申請を行う場

合における当該同法

第７条の３第１項の

規定に基づく猟銃又

は空気銃の所持の許

可の更新の申請に係

る審査にあっては、

4,800円） 

(2) 新たな許可証の交

付を伴う銃砲刀剣類

所持等取締法第７条

の３第１項の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の更新の

申請に係る審査 

7,200円 

（当該申請を行う者

が本県において同時

に他の同項の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の更新の

申請を行う場合にお

17 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

第２項の規

定に基づく

許可証の再

交付 

銃 砲 又

は 刀 剣

類 の 所

持 許 可

証 再 交

付 手 数

料 

1,900円 

18 銃砲刀剣

類所持等取

締法第７条

の３第２項

の規定に基

づく同法第

４条第１項

第１号の規

定による猟

銃又は空気

銃の所持の

許可の更新

の申請に対

する審査 

猟 銃 又

は 空 気

銃 の 所

持 許 可

更 新 申

請 手 数

料 

(1) 新たな許可証の交

付を伴う場合 

 

 

 

 

 

7,200円 

（当該申請を行う者が

本県において同時に他

の銃砲刀剣類所持等取

締法第７条の３第１項

の規定に基づく許可の

更新の申請を行う場合

における当該他の同項

の規定に基づく許可の

更新の申請に係る審査

及び当該申請を行う者

が本県において同時に

同法第４条第１項第１

号の規定に基づく許可

の申請を行う場合にお

ける当該同法第７条の

３第１項の規定に基づ

く許可の更新の申請に

係る審査にあっては、

4,800円） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ける当該他の同項の

規定に基づくクロス

ボウの所持の許可の

更新の申請に係る審

査及び当該申請を行

う者が本県において

同時に同法第４条第

１項第１号の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の申請を

行う場合における当

該同法第７条の３第

１項の規定に基づく

クロスボウの所持の

許可の更新の申請に

係る審査にあっては、    

4,800円) 

(3) 新たな許可証の交

付を伴わない銃砲刀

剣類所持等取締法第

７条の３第１項の規

定に基づく猟銃又は

空気銃の所持の許可

の更新の申請に係る

審査 

6,800円 

 （当該申請を行う者     

が本県において同時

に他の同項の規定に

基づく猟銃又は空気

銃の所持の許可の更

新の申請を行う場合

における当該他の同

項の規定に基づく猟

銃又は空気銃の所持

の許可の更新の申請

に係る審査及び当該

申請を行う者が本県

において同時に同法

第４条第１項第１号

の規定に基づく猟銃

又は空気銃の所持の

許可の申請を行う場

合における当該同法

第７条の３第１項の

規定に基づく猟銃又

は空気銃の所持の許

可の更新の申請に係

る審査にあっては、

4,400円） 

(4) 新たな許可証の交

付を伴わない銃砲刀

剣類所持等取締法第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新たな許可証の交

付を伴わない場合 

 

 

 

 

 

 

6,800円 

（当該申請を行う者

が本県において同時

に他の銃砲刀剣類所

持等取締法第７条の

３第１項の規定に基

づく許可の更新の申

請を行う場合におけ

る当該他の同項の規

定に基づく許可の更

新の申請に係る審査

及び当該申請を行う

者が本県において同

時に同法第４条第１

項第１号の規定に基

づく許可の申請を行

う場合における当該

同法第７条の３第１

項の規定に基づく許

可の更新の申請に係

る審査にあっては、4,

400円) 

 

 

 

（新設） 
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７条の３第１項の規

定に基づくクロスボ

ウの所持の許可の更

新の申請に係る審査 

6,800円 

  （当該申請を行う者   

が本県において同時

に他の同項の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の更新の

申請を行う場合にお

ける当該他の同項の

規定に基づくクロス

ボウの所持の許可の

更新の申請に係る審

査及び当該申請を行

う者が本県において

同時に同法第４条第

１項第１号の規定に

基づくクロスボウの

所持の許可の申請を

行う場合における当

該同法第７条の３第

１項の規定に基づく

クロスボウの所持の

許可の更新の申請に

係る審査にあっては、

4,400円) 

19 ～ 20 の ５ 

（略） 

 
 

20の６ 銃砲

刀剣類所持

等取締法第

９条の16第

１項の規定

に基づく射

撃練習を行

う資格の認

定の申請に

対する審査 

ク ロ ス

ボ ウ 射

撃 資 格

認 定 申

請 手 数

料 

9,300円 

（当該申請を行う者が

本県において同時に他

の銃砲刀剣類所持等取

締法第９条の16第１項

の規定に基づく射撃練

習を行う資格の認定の

申請を行う場合におけ

る当該他の同項の規定

に基づく射撃練習を行

う資格の認定の申請に

係る審査にあっては、 

5,600円） 

21～39 （略）   

11 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ～ 20 の ５ 

（略） 

  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21～39 （略）   

 11 （略） 
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